
  　 　 　 　 　 　 　 　

1　事業の概要

①　成果目標（H26)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（使用料等）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

Aの

財源

当初予算

26要求26要求26要求26要求 26予算案26予算案26予算案26予算案

補正予算

予

算

額

前年度繰越

17,017

合計（A) 16,915

□県民協働による事業改善

要求からの主な変更点

0 概算事業費（B（A）+C） 19,378 19,392 19,434 19,494

（指摘事項等） （対応）

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円）

指摘事項等への対応

□監査

□決算特別委員会

23年度 24年度 25年度

0 0 0

8,509

概　算

人件費

0.30 0.30 0.30 0.30

2,477

地域活性化

連携事業

松本地区で

計画着手

16,901 16,915

2,477 2,477 2,477 0

8,451 8,458 8,479

8,478 8,508

16,901

8,450 8,457

16,901 16,915 16,957

H26

0 0

目標 成果 達成状況

苦情件数

25件

程度

25件

程度

項目

H25末

（見込）

155件 155件

H27

目標

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H26実施内容

健康福祉対策推進事業費 〃 地域活性化連携事業 ― 270

後継者育成支援事業費 〃

組合事業（学習会、出前授業）、協議会（旅費、会場

費）

247 594

生衛業サービス向上検討会 ― 90

（要求）

目指す姿

現状

生活衛生関係営業は、飲食業、理容業、美容業、クリーニング業、旅館業、浴場業など住民生活に極めて密着したサービスを提供してい

るが、経営基盤の弱い中小零細企業が大部分であることに加え、経営状況の悪化、経営者の高齢化や後継者不足など深刻な問題を抱

えており、経営の健全化等を通じた公衆衛生の確保が大きな課題となっている。

県が関与

する理由

生活衛生関係営業の経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者の利益を擁護する。

県でなければ実施不可（その他）

【左記の説明、根拠法令等】

生活衛生関係営業の運営の適正化化及び振興に関する法律

１　活力のある商業・サービス業の振興 実施期間 S56 ～

困難県民との協働による実施：

〃 事務所・機器賃料、光熱費、通信費等 1,484 1,759

消費者コールセンター事業費 〃

相談室運営、情報化事業費

１-５地域の暮らしを支える産業の振興

13,613 12,357

経営改善資金融資等指導費

事業番号 04 11 02 事業改善シート （26年度実施事業分）　　■当初要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　□点検

事　業　名 生活衛生営業経営指導事業生活衛生営業経営指導事業生活衛生営業経営指導事業生活衛生営業経営指導事業
担

当

課

部局 健康福祉部

課・室 食品・生活衛生課

総合５か年

計画

プロジェクト  E-mail shokusei@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

・相談・指導事業　　　　：経営指導員３人により経営指導155件、苦情受付25件程度の計180件程度を維持する。

・後継者育成支援事業：出前型、職場体験型の２方式により３組合で実施する。

・地域活性化連携事業：松本地区の複数の生衛組合と酒造組合の協力による事業計画内容をまとめる。

・信州経営塾、消費者懇談会：中小企業診断士等の顧問、消費者団体等の協力を得て、計３回実施する。

16,957 17,017 0

（予算案）

経営指導員、事務職員給与 補助金 経営指導員(３人)、事務職員(１人)

合計

H25 H26

再生特別支援事業費 〃 信州経営塾（講師謝金、旅費、会場賃料） ― 276

（当初）

経営指導費、地区相談事業費 〃 経営指導員旅費（3人）、印刷費、通信運搬費 553

〃 融資指導、特別指導、融資連絡会議 552 712

成果目標の達成状況

指導件数(相

談室,巡回)
16,957 17,017 0

後継者育成

支援事業

２組合 ３組合

松本地区で

計画まとめ

571

税務相談等事業費 〃 税理士雇上げ（1人）、講習会 97 67

消費者懇談会 １回 １回

相談室顧問設置事業費 〃 中小企業診断士、弁護士報酬等 411 321

信州経営塾 ２回 ２回


